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    記事番号： 1-931

  

  
    公開日 2022年04月27日

  



      
      
  八幡浜市では、子どもたちの孤食を減らし、地域で子どもを見守るまちづくりに繋げるため、子ども食堂を運営する団体に対し、運営に係る経費の一部を補助します。

 

 

対象団体

	子ども食堂を１年以上継続して運営する意思及び能力を有すると認められること。
	組織及び運営に関する事項を定めた会則、規約等があること。
	政治的又は宗教的な活動を主な目的とする組織ではないこと。
	活動内容が公序良俗に反するものでないこと。
	八幡浜市暴力団排除条例（平成２３年条例第３７号）第２条第１号に規定する暴力団でない組織、同条第２号に規定する暴力団員が構成員となっていない組織又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しない組織であること。


 

 

対象事業

	八幡浜市内で実施すること。
	原則として、月１回以上開催すること。
	子ども及びその同伴する保護者等（以下「子ども等」という。）を対象として、調理した食事の提供を行うとともに、相談支援その他交流の場の提供を行うこと。
	１回当たり１０食以上の食事を提供できる体制であること。


 

 

遵守事項

	原則として、主な利用者を子ども等とすること。
	食事の提供に当たっては、公共施設、民間施設その他の地域の理解が得られる場所を利用するとともに、子ども等の利便性及び安全性の確保に努めること。
	食品衛生法（昭和２２年法律第２３３号）その他食品衛生に関する法令を遵守するとともに、食品衛生責任者を配置し、食の安全及び安心の確保に努めること。
	運営中の事故等に備えるため、傷害保険、生産物賠償責任保険等に加入すること。
	営利（利用者からの食材等の実費相当額の徴収を除く。）を目的としないこと。


 

 

補助対象経費、補助率及び補助限度額

	補助対象経費	補助率	補助限度額
	子ども食堂の運営に直接必要な全ての経費	補助対象経費の２分の１以内	１０万円と当該年度における子ども食堂の開催回数に１万円を乗じて得た額とを比較していずれか少ない方の額


 

備考

	補助金の交付は、１団体につき１年度当たり１回とする。
	算定した補助金の額に１,０００円未満の端数が生じた場合は、当該端数を切り捨てるものとする。


 

申請方法

　添付ファイル「様式第１号八幡浜市子ども食堂運営事業補助金交付申請書等」及び以下の書類を、子育て支援課へご提出ください。

 

	団体の規約等、構成員の名簿及び活動実績が分かる資料
	その他市長が必要と認める書類


 

実績報告

　事業が終了しましたら、すみやかに添付ファイル「様式第８号八幡浜市子ども食堂運営事業実績報告書等」及び以下の書類を、子育て支援課へご提出ください。

 

	事業実施状況の分かるもの（写真、チラシ、ポスター等）


 

 

交付要綱及び申請様式

・八幡浜市子ども食堂運営事業等補助金交付要綱

・様式第１号八幡浜市子ども食堂運営事業補助金交付申請書等

・様式第４号八幡浜市子ども食堂運営事業変更承認申請書

・様式第６号八幡浜市子ども食堂運営事業中止（廃止）承認申請書

・様式第８号八幡浜市子ども食堂運営事業実績報告書等

・様式第１０号八幡浜市子ども食堂運営事業補助金精算払請求書

 

問い合わせ先

子育て支援課　子育て支援係

☎０８９４-２１-０４０２



    






          
  この記事に関するお問い合わせ

    
      
市民福祉部　子育て支援課
郵便番号：796-8501
住所：愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL：0894-21-0402
FAX：0894-21-0411
E-Mail：kosodate@city.yawatahama.ehime.jp


    




    
  PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

  Adobe Acrobat Readerダウンロード
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八幡浜庁舎〒796-8501愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号アクセスはこちら

保内庁舎〒796-0292愛媛県八幡浜市保内町宮内1番耕地260番地

TEL：(0894)22-3111（代表）FAX：(0894)24-0610（代表）その他市の関連施設の連絡先はこちら

開庁時間：午前8時30分から午後5時15分まで（土曜、日曜、祝日、12月29日から1月3日までは除く）
窓口延長業務についてはこちら

法人番号：3000020382043
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